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伊佐市農業委員会第 3 回総会議事録 

 

１．開催日時  令和２年６月 29 日（月）午前 9 時 00 分から 10 時 25 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （25 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

4 番委員 10 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

5 番委員 11 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

6 番委員 12 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

7 番委員 4 番推進委員 12 番推進委員

8 番委員 5 番推進委員 13 番推進委員

9 番委員 6 番推進委員 14 番推進委員

7 番推進委員 15 番推進委員

8 番推進委員

     

４．欠席委員  （1 人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  １１番委員   １２番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・ 

      編入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第６号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

おはようございます。只今より、令和２年度 第３回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

田植えの方はお済でしょうか。今年は雨が多く降っているようで災害警

報のレベル３が出ましたが、今後も雨が降ると思いますので災害には気を

付けて活動をお願いいたします。 

また、本日は総会終了後、農地利用状況調査の研修会が開催され、７月

から９月にかけて調査をしていただく計画ですのでよろしくお願いいた

します。 

本日は２番農業委員が欠席で出席人数は１０名で、規定に達しておりま

すので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１１番農業委員と１２番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の

規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

の１ページから７ページまで、農業経営基盤強化促進法による解約が２７

件です。以上報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定について議題といたします。 

この案件は、１５番推進委員が譲受人になっていますので、議事に参与
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

できませんので、議事開始から終了まで退席をお願いします。 

 

（１５番推進委員退席） 

 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第 1号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定のうち、所有権移転について説明いたします。 

８ページをご覧ください。 

番号１番の譲渡人は、北九州市小倉南区星和台に居住する ＹＴさんで

す。 

譲受人は、伊佐市大口篠原に居住する認定農業者の ＮＫさんで、経営

面積は１０８，９２６㎡です。 

土地の所有者は、伊佐市大口篠原字瓦部石５０８番外２筆で、地目は田、

地積は合計３，９８７㎡で、大口中央中学校から東へ約５００ｍに位置す

る圃場整備地区内の良く管理された農地です。 

次に番号２番の譲渡人は、伊佐市大口里に居住する ＵＺさんです。 

譲受人は、伊佐市大口宮人に居住する認定農業者の ＩＫさんで、経営

面積は６２，２２４㎡です。 

土地の所有者は、伊佐市大口宮人字伊ケ月１３００番１０外１筆で、地

目は畑、地積は合計３，４９０㎡で、羽月西小学校から南東へ約１．２ｋ

ｍに位置する圃場整備地区内の良く管理された農地です。 

続きまして、貸借につきましてご説明申し上げます。 

１６ページの総括表をご覧ください。 

期間は３年から１０年で、面積は田９２,０１３㎡、畑７，３４９㎡の

計９９,３６２㎡です。利用権を設定する者の数３９名、利用権の設定を

受ける者の数２７名です。 

土地の詳細につきましては、９ページ番号１から１５ページ番号４０の

とおりです。以上説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ５ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見については決定いたしました。 

ここで、１５番推進委員の入席をお願いします。 

 

（１５番推進委員入席） 

 

 １５番推進委員意見は決定しました。 

 

 ありがとうございました。 

 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号１番から９番まで一括で報告をお願いします。 

質問される方は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る６月２８日に現地調査をいたしましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＹＴさんは、伊佐市大口原田に居住され、年齢は５６歳です。 

渡し人 ＴＮさんは、伊佐市大口白木に居住され、年齢は７７歳です。 

申請地は、伊佐市大口原田字障子鼻１２２３番１で、地目は畑、地積は

９６２㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１８７，０７５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約０．５kｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ
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議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

 

整理番号２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る６月２３日に現地調査をいたしましたの

で、私８番が報告いたします。 

申請人 ＮＹさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は４８歳です。 

渡し人 ＨＧさんは、北九州市小倉北区井堀に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口山野字平５１２９番１外２筆で、地目は畑、地積

は合計１，７６７㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、資料１０ページの整理番号１１番の利用権設定で、

田４筆５，６６５㎡があるので取得可能面積であります。農業従事者は１

名で、通作距離は約２kｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲

はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号３番については、取下げ申請が提出されました。 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る６月２３日に現地調査をいたしましたの

で、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＫＨさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８０歳です。 

渡し人 ＫＫさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は７６歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字川島２３３２番１７３で、地目は田、地積

は１，００７㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は２２，８２０㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．６kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

 

整理番号５番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る６月２７日に現地調査をいたしましたの

で、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＫＴさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は６９歳です。 

渡し人 ＩＴさんは、愛知県半田市乙川町に居住され、年齢は６８歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字平田２０６８番２外１筆で、地目は田、地

積は合計４，２８６㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は３４，８１５㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．６kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号６番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番につきまして、去る６月１９日に現地調査をいたしましたの

で、私５番が報告いたします。 

申請人 ＤＨさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８１歳です。 

渡し人 ＴＳさんは、姶良市西餅田に居住され、年齢は６４歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田６５７番外４筆で、地目は田、地

積は合計２，２０５㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１２，４１２㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．３kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

整理番号７番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号７番につきまして、去る６月２３日に現地調査をいたしましたの

で、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＮＨさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は７４歳です。 

渡し人 ＴＳさんは、姶良市西餅田に居住され、年齢は６４歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田１０１８番で、地目は田、地積は

１，０４８㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は５，４３１㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約２kｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号８番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号８番につきまして、去る６月２７日に現地調査をいたしましたの

で、私６番が報告いたします。 

申請人 ＮＫさんは、伊佐市大口大島に居住され、年齢は５２歳です。 

渡し人 ＮＹさんは、伊佐市大口大島に居住され、年齢は８１歳です。 

申請地は、伊佐市大口大島字一丁田７１２番３外５筆で、地目は田、地

積は合計１２，４９３㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は今回の贈与分１２，４９３㎡で取得可能面積でありま

す。農業従事者は３名で、通作距離は約１kｍで、現況は良く管理された

農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号９番について、９番農業委員の報告を求めます。 
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９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号９番につきまして、去る６月２８日に現地調査をいたしましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＫＳさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は６１歳です。 

渡し人 ＳＯさんは、鹿児島市常盤１丁目に居住され、年齢は８５歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字今市３５４４番１で、地目は畑、地積は３

１０㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は６，６７０㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約０．１kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から整理番号９番について、許可することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から整理番号９番については許可が決定いたしま

した。 

 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数９件について、1件の取下げ、８件の許可が処分決定しま

した。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について、整理番号１番から９番について、８番

農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（編入）申出」の意見決

定についてのうち、整理番号１番から９番について、同じ地域による編入

のため、一括で報告させていただきます。 

去る６月２３日、申請者の代表 ＵＴさんと、申請人 ＵＭさん立会い

のもと、１０番農業委員、８番推進委員、私８番農業委員の３名で共同調

査をしましたので、８番が報告いたします。 

申請地は山野石井公民館より東側へ約１ｋｍに位置しています。 

整理番号１番は、伊佐市大口山野の ＵＫさんで、申請地は、伊佐市大

口山野字内村３１０９番１外４筆で、地目は田、地積は合計２，８５９㎡

です。 

整理番号２番は、伊佐市大口山野の ＵＭさんで、申請地は、伊佐市大

口山野字内村３１２４番１外１筆で、地目は田と畑で、地積は合計９０３

㎡です。 

整理番号３番は、伊佐市大口山野の ＵＴさんで、申請地は、伊佐市大

口山野字内村３１３２番１外１筆で、地目は田、地積は合計１，３５４㎡

です。 

整理番号４番は、愛知県豊田市松平志賀町の ＨＴさんで、申請地は、

伊佐市大口山野字内村３０７０番で、地目は田、地積は１，０８２㎡です。 

整理番号５番は、兵庫県宝塚市高司１丁目の ＵＹさんで、申請地は、

伊佐市大口山野字内村３１２６番３外４筆で、地目は田４筆、畑１筆で、

地積は合計３，２０１㎡です。 

整理番号６番は、伊佐市大口山野の ＵＴさんで、申請地は、伊佐市大

口山野字内村３１３５番３で、地目は田、地積は７０６㎡です。 

整理番号７番は、伊佐市大口山野の ＵＫさんで、申請地は、伊佐市大

口山野字内村３１１０番５で、地目は田、地積は３９９㎡です。 

整理番号８番は、伊佐市大口山野の ＵＭさんで、申請地は、伊佐市大

口山野字内村３１２６番１で、地目は田、地積は１９９㎡です。 

整理番号９番は、伊佐市大口山野の ＫＴさんで、申請地は、伊佐市大

口山野字登尾２９８３番３外５筆で、地目は田、地積は合計２，５２１㎡

です。 

整理番号１番から９番まで、田２２筆１２，０７０㎡、畑２筆１，１５

４㎡、２４筆合計１３，２２４㎡になります。 

以上が農用地区域に編入して、農地の有効利用を図りたいとのことで

す。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係る

意見書等が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から９番について、意見を決定することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から９番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（編入）申出」の意見決

定についてのうち、整理番号１０番について、去る６月２３日、申請人 Ｙ

Ｉさん立会いのもと、４番推進委員、５番推進委員、私１２番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 

申請人 ＹＩさんは伊佐市菱刈前目に居住されています。 

申請地は伊佐市菱刈前目字大山口３８５３番４、地目は雑種地ですが現

況は田、地積は３２５㎡です。 

編入目的は、農用地区域に編入して、農地の有効利用を図るものです。 

所在地は、住友鉱山事務所から北へ約１００ｍに位置し、北側は宅地、

南側は川を挟んで田、東側は道路、西側は田であります。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係る

意見書等が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号１１番から１３番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（編入）」申出の意見決

定についてのうち、整理番号１１番から１３番について、去る６月２３日、

申請人の代理人 ＭＨさん立会いのもと、１２番推進委員、１５番推進委

員、私４番農業委員の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたし

ます。 

なお、整理番号１１番から１３番については、所有者はそれぞれ違いま

すが隣接しており今回、ＩＡさんが代表で、農業振興地域整備計画の一部

変更（編入）申出を出されております。 

申請人 ＩＡさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は８０歳です。 

整理番号１１番の所有者は、伊佐市大口針持の ＳＴさんで、申請地は、

伊佐市大口針持字坂下２７０４番１外１筆で、地目は田、地積は合計１，

８４９㎡です。 

整理番号１２番の所有者は、伊佐市大口針持の ＩＡさんで、申請地は、

伊佐市大口針持字坂下２７０９番１で、地目は田、地積は３，５３３㎡で

す。 

整理番号１３番の所有者は、伊佐市大口針持の ＭＫさんで、申請地は、

伊佐市大口針持字坂下２７１０番１で、地目は田、地積は３，３９１㎡で

す。 

編入目的は、農用地区域に編入し農地の有効利用を図るもので周囲に与

える影響はないと思われます。 

所在地は、田代自治会館から北へ約１ｋｍに位置し、現況はよく管理さ

れた田で、東西南北周囲は山林です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地写

真等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番から１３番について、意見を決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番から１３番は、意見並びに許可が決定いたしまし

た。 

 

整理番号１４番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（編入）」申出の意見決

定についてのうち、整理番号１４番について、去る６月２３日、申請人の

代理人 ＭＨさん立会いのもと、１２番推進委員、１５番推進委員、私４

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

申請人 ＳＫさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は６３歳です。 

申請地は、伊佐市大口針持字田代１７０３番１外１筆で、地目は田、地

積は合計１，５０１㎡です。 

編入目的は、農用地区域に編入し農地の有効利用を図るもので周囲に与

える影響はないと思われます。 

所在地は、田代自治会館から東へ約０．１ｋｍに位置し、現況はよく管

理された田で、東側は宅地、西側は田、南側は道路、北側は宅地です。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地写

真等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしま
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

す。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１４番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１４番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号１５番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決

定についてのうち、整理番号１５番について、去る６月２３日、申請人 Ｎ

Ｓさん立会いのもと、４番推進委員、５番推進委員、私１２番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 

申請人 ＮＳさんは伊佐市菱刈市山に居住されています。 

申請地は伊佐市菱刈市山字柚木１７７６番６、地目は田、地積は６，４

６７㎡です。 

除外目的は、現在まで農地として管理してきたが用水路の補修であっ

たり、山中で高土手であったり、鳥獣被害などがある。申請人も高齢化し

ており、また担い手・後継者もおらず、今後は山林として土地の維持管理

をしていきたいとのことです。 

所在地は、東市山公民館から東へ約１．５ｋｍに位置し、周囲は東西南

北山林であります。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係る

意見書等が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１５番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１５番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号１６番から１９番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（編入）申出」の意見決

定についてのうち、整理番号１６番から１９番について、同じ地域による

編入のため、一括で報告させていただきます。 

去る６月２３日、申請者の代表 ＵＴさんと、申請人 ＵＭさん立会い

のもと、１０番農業委員、８番推進委員、私８番農業委員の３名で共同調

査をしましたので、８番が報告いたします。 

申請地は山野石井公民館より東側へ約１ｋｍに位置しています。 

整理番号１６番は、伊佐市大口山野の ＵＭさんで、申請地は、伊佐市

大口山野字内村３０９８番外１３筆で、地目は田、地積は合計８，４９１

㎡です。 

整理番号１７番は、伊佐市大口山野の ＵＫさんで、申請地は、伊佐市

大口山野字内村３０９１番１で、地目は田で、地積は５５７㎡です。 

整理番号１８番は、伊佐市大口山野の ＵＭさんで、申請地は、伊佐市

大口山野字内村３０９１番５で、地目は田、地積は３７７㎡です。 

整理番号１９番は、伊佐市大口山野の ＵＩさんで、申請地は、伊佐市

大口山野字内村３０９４番２で、地目は田、地積は９８６㎡です。 

農用地区域に編入して、農地の有効利用を図りたいとのことです。 

 添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係る

意見書等が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１６番から１９番について、意見を決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１６番から１９番は、意見並びに許可が決定いたしまし

た。 

 

整理番号２０番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決

定についてのうち、整理番号２０番について、去る６月２３日、申請者の 

ＩＫさんと工事請負の ＭＫさん立会いのもと、６番推進委員、私１０番

農業委員の２名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

申請人 ＩＫさんは伊佐市大口平出水に居住され、年齢は９２歳です。 

申請地は、伊佐市大口平出水字小原野２２３４番７５で、地目は畑、地

積は４，５９９㎡です。 

除外目的は太陽光発電施設で具体的な転用計画があり除外することで

周囲の農地への集団化・作業効率化への影響はないものと思われます。 

所在地は梁瀬牧場所有地の隣に位置し、現況は原野化している畑で、東

側は原野、西側は山林、南側も山林、北側は道路です。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地写

真等が添付されています。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２０番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２０番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号２１番から２３番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定についてのうち、整理番号２１番から２３番について、去る６月２３日、

申請人の 代理人 Ｍ行政書士立会いのもと、９番推進委員、事務局の２

名で共同調査をしましたので、事務局が報告いたします。 

なお、整理番号２１番から２３番について、所有者はそれぞれ違います

が一体事業で太陽光発電施設を予定しており、今回、農業振興地域整備計

画の一部変更（除外）申出が出されております。 

申請人 Ｈ株式会社 代表取締役 ＹＫさんは、大阪府八尾市青山町二

丁目に所在する一般法人です。 

整理番号２１番の所有者は、伊佐市菱刈下手の ＩＴさんで、申請地は、

伊佐市菱刈下手字飛田３００５番１で、地目は田、地積は９０６㎡です。 

整理番号２２番の所有者は、伊佐市菱刈下手の ＳＳさんで、申請地は、

伊佐市菱刈下手字飛田３００６番１、地目は田、地積は２，７９７㎡と、

同じく字飛田３００６番２、地目は畑、地積は１４７㎡で、地積合計は２，

９４４㎡です。 

整理番号２３番の所有者は、伊佐市菱刈下手の ＨＨさんで、申請地は、

伊佐市菱刈下手字飛田３００７番１で、地目は田、地積は１，３１８㎡で

す。 

除外目的は、太陽光発電施設で具体的な転用計画があり除外することで

周囲の農地への集団化・作業効率化への影響はないものと思われます。 

所在地は下手消防詰所から北へ約０．１ｋｍに位置し、現況はよく管理

された田と畑で、東側は田と山林、西側は道路、南側は原野、北側は道路

を挟んで宅地と畑です。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地写

真等が添付されています。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

  

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２１番から２３番について、意見を決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２１番から２３番は、意見並びに許可が決定いたしまし

た。 

 

整理番号２４番から２９番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定についてのうち、整理番号２４番から２９番について、去る６月２３日、

申請人の 代理人 Ｍ行政書士立会いのもと、９番推進委員、事務局の２

名で、共同調査をしましたので、事務局が報告いたします。 

なお、整理番号２４番から２９番について、所有者はそれぞれ違います

が一体事業で太陽光発電施設を予定しており、今回、農業振興地域整備計

画の一部変更（除外）申出が出されております。 

申請人 株式会社Ｆ 代表取締役 ＯＨさんは、福岡市南区日佐３丁目

に所在する一般法人です。 

整理番号２４番の所有者は、伊佐市菱刈下手の ＳＨさんで、申請地は、

伊佐市菱刈下手字中牟田２６４６番２外４筆で、地目は田、地積は合計２，

３９９㎡です。 

整理番号２５番の所有者は、伊佐市菱刈下手の ＴＴさんで、申請地は、

伊佐市菱刈下手字中牟田２６４８番４で、地目は田、地積は３１５㎡です。 

整理番号２６番の所有者は、伊佐市菱刈花北の ＩＭさんで、申請地は、

伊佐市菱刈下手字中牟田２６４８番５外１筆で、地目は田、地積は合計１，

２０２㎡です。 

整理番号２７番の所有者は、伊佐市菱刈下手の ＨＭさんで、申請地は、
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議 長 

  

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

 

 

議 長 

  

６ 番 

農 業 委 員 

伊佐市菱刈下手字中牟田２６４６番１外２筆で、地目は田、地積は合計２，

３３７㎡です。 

整理番号２８番の所有者は、伊佐市菱刈下手の ＨＷさんで、申請地は、

伊佐市菱刈下手字中牟田２６４５番４外１筆で、地目は田、地積は合計７

２９㎡です。 

整理番号２９番の所有者は、伊佐市菱刈下手の ＹＴさんで、申請地は、

伊佐市菱刈下手字中牟田２６４３番１外２筆で、地目は畑１筆、田２筆で、

地積は合計２，９７１㎡です。 

除外目的は、太陽光発電施設で具体的な転用計画があり除外することで

周囲の農地への集団化・作業効率化への影響はないものと思われます。 

所在地は学校給食センターから北西へ約０．７ｋｍに位置し、現況はよ

く管理された田と畑で、東側は山林、西側は田、南側は田、北側は宅地で

す。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地写

真等が添付されています。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２４番から２９番について、意見を決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２４番から２９番は、意見並びに許可が決定いたしまし

た。 

 

整理番号３０番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）申出」

の意見決定についてのうち、整理番号３０番について、去る６月２３日、
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議 長 
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議 長 

 

  

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

申請者の ＴＴさん立会いのもと、３番推進委員、１３番推進委員、私６

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

申請人 ＴＴさんは伊佐市大口白木に居住され、年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口白木字笹之元１３２５番１５３で、地目は畑、地

積は３，４６５㎡です。 

用途区分変更目的は牛舎と運動場にするもので、周囲の農地への集団

化・作業効率化への影響はないものと思われます。 

所在地は富ケ丘公民館の北西約１ｋｍに位置し、現況は飼料畑で、北側

は宅地、南側は山林、東側は宅地、西側は畑です。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地写

真等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３０番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３０番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号３１番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決

定についてのうち、整理番号３１番について、去る６月２３日、申請者の 

代理人 ＳＴさん立会いのもと、１０番推進委員、私９番農業委員の２名

で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

申請人 ＳＭさんは伊佐市菱刈重留に居住されていました。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字鶏通迫６７３番１で、地目は田、地積は１

９６㎡です。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

除外目的は伊佐市防災設備事業による防火水槽設置で、周囲の農地への

集団化・作業効率化への影響はないものと思われます。 

所在地は伊佐北姶良火葬場事務所から北西へ約０．３ｋｍに位置し、現

況はよく管理された田で、東側は宅地、西側は田、南側は宅地、北側は田

です。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地写

真等が添付されています。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３１番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３１番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について、申請件数３１件について、３１件の意

見が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、去る６月２３日、申請人 ＴＴさん立会い

のもと、３番推進委員、１３番推進委員、私６番農業委員の３名で共同調

査をしましたので、６番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ０ 番 

 申請人 ＴＴさんは、伊佐市大口白木に居住され、年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口白木字笹之元１３２５番１５３で、地目は畑、地

積は３，４６５㎡です。 

農地区分は農用地区域内農地で転用目的は牛舎、牛の運動場及びロール

置場となっております。 

 所在地は、富ケ丘公民館から北西へ約１ｋｍに位置し、東側は宅地、西

側は畑、南側は山林、北側は宅地であり、周囲に与える影響はないと思わ

れます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１件について、１件が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

ついてのうち、整理番号１番について去る６月２３日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、８番農業委員、８番推進委員、私１０番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、茨城県つくば市に所在する Ｕ株式会社 代表取締役 ＫＫ

さんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口牛尾に居住されている ＳＴさんで、年齢は７９

歳です。 

申請地は、伊佐市大口小木原字日勝山５０６番５４、地目は畑、地積は

１，４６６㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買であります。 

所在地は、郡山団地から北へ約６００ｍに位置しており、南側は太陽光

発電施設、東側は道路を挟んで畑、北側は道路を挟んで山林、西側は墓地

と山林で周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２３６枚、設置容量１０３．８

４ｋＷを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、４番農業委員の報告を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る６月２３日、申請人の代理人 Ｍ

行政書士立会いのもと、１２番推進委員、１５番推進委員、私４番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

譲受人は、茨城県つくば市に所在する Ｕ株式会社 代表取締役 ＫＫ

さんで一般法人です。 

譲渡人は、東京都八王子市七国四丁目に居住されている ＭＥさんで、

年齢は７３歳です。 

申請地は、伊佐市大口金波田字片尾ノ元９３５番で、地目は畑、地積は

９４０㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買であります。 

所在地は、金波田公民館より南へ約３００ｍに位置しており、西側は道

路と水路、南側は道路、北側、西側は宅地で周囲に与える影響はないと思

われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数１７６枚、設置容量７２．１６

ｋＷを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

整理番号３番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番について、去る６月２３日、申請人の代理人 Ｍ

行政書士立会いのもと、１３番農業委員、１１番推進委員、事務局の３名

で共同調査をしましたので、事務局が報告いたします。 

譲受人は、茨城県つくば市に所在する Ｕ株式会社 代表取締役 ＫＫ

さんで一般法人です。 

譲渡人は、千葉県成田市幸町に居住されている ＳＭさんで、市外住民

です。 

申請地は、伊佐市大口里字青木ケ島２７８２番で、地目は田、地積は９

５９㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は大口都市計画用途地域内にあ

ることから、第３種農地と判断され、所有権移転売買であります。 

所在地は、伊佐湧水警察署に隣接しており、北側、西側は宅地、東側は

市道、南側は田で周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数１７６枚、設置容量７７．４ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る６月２３日、申請人の代理人 Ｏ

行政書士立会いのもと、１０番推進委員、私９番農業委員の２名で共同調

査をしましたので、９番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈重留に居住されている ＹＨさんで、年齢は４２

歳です。 

譲渡人は、横浜市青葉区あざみ野に居住されている ＳＳさんで、市外

住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字池之原１３１７番７で、地目は田、地積は

３６８㎡です。 

転用目的は駐車場及び資材置場で、農地区分は第２種農地その他の農地

で、所有権移転売買であります。 

所在地は、田中小学校より西へ約７００ｍに位置しており、東側は畑、

南側は宅地、北側は水路、西側は田で周囲に与える影響はないと思われま

す。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号５番について、去る６月２３日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、３番推進委員、１３番推進委員、私６番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、大阪市中央区道修町一丁目に所在する 株式会社Ｅ 代表取

締役 ＫＫさんで一般法人です。 

譲渡人は、鹿児島市永吉三丁目に居住されている ＮＥさんで、年齢は

７３歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字砂走４０９番４１で、地目は畑、地積は１，

５３４㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買であります。 

所在地は、八代公民館から北へ約２００ｍに位置し、東側は宅地、西側

は道路、南側は竹林、南側は太陽光発電施設で周囲に与える影響はないと

思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２１２枚、設置容量４９．５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号６番について、去る６月２３日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、１番推進委員、１４番推進委員、私１１番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、長崎県五島町に所在する 株式会社Ｙ 代表取締役 ＹＫさ

んで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＴＴさんで、年齢は６９

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字柴江１２９５番１で、地目は畑、地積は７

９７㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買であります。 

所在地は、南九州変電所から西へ約２００ｍに位置し、南側は雑種地、

東側は道路、北側は太陽光発電施設、西側は雑種地で周囲に与える影響は

ないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２８０枚、設置容量４９．５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号７番について、去る６月２３日、申請人 ＮＫさん

立会いのもと、１番推進委員、１４番推進委員、私１１番農業委員の３名

で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、曽於郡大崎町永吉に居住されている ＮＫさんで、市外住民

です。 

譲渡人は、姶良市池島町に居住されている ＹＫさんで、市外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１６７番４外１筆で、地目は畑、

地積は合計４５．７９㎡です。 

転用目的は作業用搬入路で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所

有権移転贈与であります。 

所在地は、湯ノ尾小学校から南西へ約７００ｍに位置し、南側は畑、東

側は道路、北側は道路、西側は畑で周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数７件について、７件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第６号非農地証明願についてのうち、整理番号１番につきまして、

去る６月２３日、１３番農業委員、１１番推進委員、事務局で現地調査を

行いましたので、事務局が報告いたします。 

申請人 ＭＭさんは、鹿児島市平之町に居住されています。  

申請地は、伊佐市大口里字西戸切２９３３番１、地目は畑、地積は６

２㎡です。 

所在地は、大口ふれあいセンターから南東へ約２５０ｍに位置し、東

側は宅地、西側は道路を挟んで宅地、南側は雑種地、北側は原野となって

います。 

非農地になった時期及び理由としては、大正１３年に隣接する２９３

３番２に木造の農家住宅建設に伴い、申請地も住宅地の一部として利用さ

れ現在に至っています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地

性は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図、委任状等が

提出されています。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わ

ります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第６号「非農地証明願」１件申請のうち１件の許可が決定いたしま

した。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。６月の月例報告をします。 

５日、６月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２３日、現地調査を一斉にしております。２９日、本日ですが第３回

農業委員会総会です。 

７月の行事予定ですが、６日に７月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

あります。２２日が現地調査です。３０日が第４回農業委員会総会です。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

以上で、令和２年度 第３回農業委員会総会を終わります。 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

【終了時間  午前１０時２５分】 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     １１ 番     

                   

伊佐市農業委員     １２ 番    

 

 

 

  

 


